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１．石油精製業の環境変化　―エネルギー基本計画と地球温暖化対策計画―
(ア) 　第６次エネルギー基本計画
　エネルギー基本計画は少なくとも３年毎の見直しがエネルギー政策基本法に基づいて義務付けられており、２０２０

年１０月から第５次基本計画の見直し作業が開始された。そして、その同じ月の２６日に当時の菅総理大臣が国会での

所信表明演説で２０５０年のカーボンニュートラルを宣言した。さらに、翌年には米国のバイデン政権が立ち上がり、

４月の米国主催の気候変動サミットに合わせ、政府は２０３０年度CO2排出削減を２０１０年度比で４６％削減すると

いう目標を発表した。このように、カーボンニュートラルへ向けて日本は大きく動くこととなった。このような動きを

反映した形で、２０２１年７月２１日には第６次エネルギー基本計画素案が示され、パブリックコメントなどの手続き

を経たのちに、１０月２２日に閣議決定された。

(イ)　 石油の位置づけ
　今回のエネルギー基本計画の見直し作業において、再生エネルギー利用の見通し、つまり再生エネルギーに発電量の

見通しが世間一般の大きな関心事であった。将来の電源構成がどうなるかについて、電気での利用として使いやすいこ

となどを考えれば関心事となることは当然のことである。しかしながら、電気は二次エネルギーに過ぎず、産業活動、

日常生活などを支える、石油、石炭、LNG、原子力、再生エネルギーなどの一次エネルギーにおいていわゆるS＋３E

をどう実現させるかがエネルギー政策の根幹となる。

　第６次計画の中では、石油について、運輸、民生、電源等の幅広い燃料用途や化学製品などの素材用途を持つエネル

ギー源であるとしている。さらに、平時のみならず緊急時のエネルギー供給に貢献するエネルギーとして、引き続き、

国民生活・経済活動に不可欠なエネルギー源であるとしている。

　一次エネルギーの供給の姿を数字で見ると、石油については２０３０年度には全エネルギー供給量の３１％程度の割

合となると見通している。これは、第５次エネルギー基本計画での２０３０年度予測の３３％程度から減少はしてはい

るものの、再生エネルギーよりも大きい値であり、依然として第１位の位置を占めている。さらに、安定供給の確保な

どの視点から、１）災害時に備えた供給網を一層の強靭化、２）中東情勢やアジアでの石油需要の増加等を踏まえた、

引き続いて石油備蓄水準を維持、としている。これと比べて、電源構成となる総発電量の内訳をみると、石油火力は

２％程度にすぎず、第５次エネルギー基本計画の３％からさらに減少している。

２．カーボンニュートラル社会への対応
　エネルギー基本計画で石油は必要不可欠なエネルギー源であり、２０３０年度においても大きな役割を果たすと見通さ

れてはいるものの、石油業界がカーボンニュートラル社会の実現に向けて取り組んでいくことは当然のことである。石油

連盟では、２０２１年３月に石油業界のカーボンニュートラルに向けたビジョン（目指す姿）を公表し、事業活動に伴う

CO2排出量の実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指すこととした。このため、サプライチェーンや製品の脱炭素化の

取り組みの加速化や、既存インフラが活用できる革新的な脱炭素技術（CO2フリー水素、合成燃料、ＣＣＳ／ＣＣＵな

ど）の研究開発と社会実装にチャレンジすることとした。（図１）

　これと併せて、カーボンニュートラルを実現する製油所の将来像を示している。原料としては、液体水素、有機ハイド

ライド、アンモニアなどの姿でＣＯ2フリー水素を、持続可能なバイオマスを、そして廃プラスチックを受け入れる。既

存精製プロセスを活用しつつ、合成燃料、水素製造などの施設を改造、新設する。製品としては、より炭素負荷の低い石

油製品、カーボンニュートラルな燃料・化学製品、ＣＯ2フリー水素やアンモニア、炭酸塩などのセメント原料を出荷し

ていくという姿を描いている。（図２）

３．危険物保安技術協会への期待
　２０３０年を見通した場合、上述のように、依然として一次エネルギーの大きな割合を石油製品が占める。しかしなが

ら、１９９０年代以降、毎年１－２％の需要量の減少が続き、最近は２－３％減と減少スピードが上がったのではないか

と感じる局面も一時あった。そこに、ＣＯＶＩＤ１９によるパンデミックが発生し、日常生活、経済活動が大幅に縮小し

てしまった。今後、日常生活、経済活動が復活したとしても、石油製品の需要が戻るかどうか見極めなければいけない状

況にある。

　このような厳しい量的減少トレンドにあっても、安定供給の責任を果たすためにも、石油製品という危険物を扱うこと

が今後とも続くことには変わりはない。これまでの石油製品に加えて、合成燃料やバイオ燃料というような多種多様な炭

化水素製品を扱うことが将来的に見込まれ、事業者はこれらの特性に応じて安全に取り扱うことが求められることになる。

　さらに、より厳しくなる事業環境の変化に加え、製造現場の人材減少などに伴い、AIやIOTといった先端技術の導入に

よる安全・生産管理、より合理的な人員配置などによって、より効果的かつ効率的な安全確保の考え方、手段に取り組ん

でいくと見込まれる。

　これまで、貴協会は屋外タンクの委託審査、事業者に対する技術援助、性能調査などの事業を通じて、地方自治体等の

支援、事業者の安全確保などに貢献されてきた。この役割の重要性は変わらないものの、事業者の製造現場、安全管理体

制、扱う製品の変化に応じて、事業者の安全確保、国民の安全確保に貢献する事業を展開されることを期待したい。
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